令和８年度「西和賀町寮生」支援実施要領
西和賀町
１　目　　的
　　地域に根ざした特例校として、小規模校の特性を生かし、きめ細やかな学習支援及び部活動支援に取り組む岩手県立西和賀高等学校（以下「西和賀高校」という）に、西和賀町外から入学生を募集し、充実した高校生活を送ることができるように「西和賀町寮生」（以下「寮生」という）として受け入れることを目的とする。

２　受入組織　西和賀町

３　募 集 数　令和８年度新規学生寮寮生８人以内
　　※施設の居室入居状況により変動する場合があります。　　　　　　　　　　
４　生　　活
(1) 居　住
（女子生徒）
入居先：住　所　岩手県和賀郡西和賀町湯本30地割83番地18　
施設名　西和賀高校女子学生寮（遊古林）
施設管理者：社会福祉法人　光寿会（こうじゅかい）
　　　　電話　０１９７－８４－２５２６　　

入居先：住　所　岩手県和賀郡西和賀町湯本30地割82番地6
[bookmark: _GoBack]　　　　施設名　西和賀高校女子学生寮（三城）
施設管理者：旅館　一城（りょかん　いちじょう）
　　　　電話　０１９７－８２－３７９１

（男子生徒）　　
入居先：住　所　岩手県和賀郡西和賀町湯本30地割47番地1
　　　　施設名　西和賀高校男子学生寮（山田屋）
施設管理者：旅館　一城（りょかん　いちじょう）
　　　　電話　０１９７－８２－３７９１

　(2) 食　事
　　　朝・昼（主食のみ）・夕の３食を提供する。
・平日の昼食を除き、宿泊施設において共同でとること。
・平日の昼食は主食のみを学生寮から持参し、西和賀高校の副食給食（レスタランテについて寮生は無料）をとること。ただし、長期休暇や３月時など学校の都合によりレスタランテが提供されないときは、自分で用意すること。
・土曜日、日曜日及び祝日は学生寮での食事提供は行いません。

　(3) 通　学
　　　　自転車（5分）徒歩（15分）程度

　(4) 費　用
　　　保護者負担：月額40,000円（他に町で月額40,000円を助成しています）
　　　・学習及び部活動等、西和賀高校での活動に係る経費は保護者負担となります。

　(5) 生活指導
　　　寮生が健康で安全に生活することができるよう、生活相談、見守りなど生活全般を
サポートします。

５　その他
寮生は、西和賀高校の他の生徒同様に部活動を行うほか、西和賀町の生活に慣れる
よう、各種行事、ボランティア等の地域活動への参加を奨励します。

６　問合せ先
　　西和賀町教育委員会事務局学務課（電話０１９７－８２－２１１６）
